
綾瀬市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度に対 

する補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条  この要綱は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が低所得で生計 

が困難である者が負担すべき費用の一部を軽減した場合において、その軽減をした 

費用の一部に対し補助金を交付することについて、綾瀬市補助金等に係る予算の執 

行に関する規則（昭和５１年綾瀬町規則第１５号。以下「規則」という。）に規定 

するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象等） 

第２条  補助対象は、綾瀬市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減 

制度実施要綱（平成１７年１０月１日施行）の規定により軽減をした経費とする。 

２  前項の規定にかかわらず、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能で

ある旨を申し出た社会福祉法人が軽減をした経費については、補助対象としないも

のとする。 

３  補助額は、当該社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額から当該社会福祉法 

人等の本来受領すべき利用者負担収入（軽減対象となっている介護保険サービスに 

関するものに限る。以下「利用者負担収入」という。）に１００分の１を乗じて得

た額を減じた額に１００分の５０を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端

数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

４  前項の規定にかかわらず、介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護に係る利用者負担額の軽減について、軽減した総額のうち利用者

負担収入に対する割合が１００分の１０を超える部分があった場合は、当該１００

分の１０を超える部分全額に当該１００分の１０を超えない部分から利用者負担収

入に１００分の１を乗じて得た額を減じた額に１００分の５０を乗じて得た額を加

えた額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）を

補助する。 

５  補助対象期間は、４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

（申請書の提出期限） 

第３条  規則第４条第１項の規定による補助金等交付申請書の提出は、当該補助を受 

ける年度の３月３１日までとする。 



（決定通知） 

第４条  規則第７条の規定による通知は、介護保険サービス利用者負担軽減制度補助 

金（変更）交付決定通知書（第１号様式）によるものとする。 

（変更等の承認申請） 

第５条  規則第６条第１号及び第２号の規定による承認を受けようとする場合は、介 

護保険サービス利用者負担軽減制度補助金変更（中止・廃止）承認申請書（第２号 

様式）により申請するものとする。 

（申請の取下げ） 

第６条  規則第８条第１項の規定による市長の定める期日は、交付決定通知を受けた 

日から起算して１５日を経過した日とする。 

（実績報告等） 

第７条  規則第１２条第１項の規定による実績報告書の提出期日は、当該補助を受け 

る年度の翌年度の４月１５日までとする｡  

（書類の整備等） 

第８条  補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳 

簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を保管するものとする。 

２  前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起 

算して５年間保存するものとする。 

（委任） 

第９条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附  則 

この要綱は、平成１２年６月１日から施行し、平成１２年４月１日から適用する。 

附  則 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成１３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  この要綱による改正後の綾瀬市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負 

担減免措置に対する補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行日以後の利用者負担 

減免措置から適用し、同日前の利用者負担減免措置については、なお従前の例によ 

る。 

附  則 



この要綱は、平成１３年３月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成１８年７月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２７年４月８日から施行し、改正後の綾瀬市社会福祉法人等によ

る介護保険サービス利用者負担軽減制度に対する補助金交付要綱の規定は、平成２７

年４月１日から適用する。 



第１号様式（第４条関係） 

 

   介護保険サービス利用者負担軽減制度補助金（変更）交付決定通知書 

 

                              年  月  日 

 

            様 

 

 

                       綾瀬市長         □印 

 

 

    年  月  日付けで交付申請のありました綾瀬市介護保険サービス利用者

負担軽減制度補助金の交付について綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関する規則第

５条（第９条）の規定により、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

１ 交付申請額             円 

２ 交付決定額             円 



第２号様式（第５条関係） 

 

  介護保険サービス利用者負担軽減制度補助金変更（中止・廃止）承認申請書 

 

                              年  月  日 

 

 綾瀬市長 

 

 

                申請者 所在地               

                    名 称               

                    代表者             ◯印 

 

 

 交付決定を受けた綾瀬市介護保険サービス利用者負担軽減制度補助金に係る事業等

を次のとおり変更（中止・廃止）したいので申請します。 

 

１ 変更内容 

変   更   前 変   更   後 

  

  

 

２ 変更（中止・廃止）の理由 

 

 

３ 添付書類 

 


